
五條市斎場ＬＥＤ照明器具賃貸借契約 仕様書 

 

 

１ 適用範囲  

   本要項は、五條市（以下「発注者」という。）が賃貸借契約により、ＬＥＤ照明器具

の導入を行う公共施設について適用するものとする。 

 

２ 業務名称  

   五條市斎場ＬＥＤ照明器具賃貸借契約 

 

３ 履行場所  

   五條市斎場 ハートピアさくら 

   奈良県五條市五條４丁目１０−１  

 

４ 賃貸借物件 ＬＥＤ照明器具 

 

５ 賃貸借の期間  

   本契約は 120 カ月（10 年間）を賃貸借期間とした賃貸借契約とする。  

 （１）契約期間 本契約締結日から令和１８年２月２９日までとする。  

 （２）工事期間 本契約締結日から令和８年２月２８日までとする。  

 （３）賃貸借期間 令和８年３月１日から令和１８年２月２９日までとする。  

 

 

６ 業務内容  

   以下の各号に挙げる業務を受注者のうちのどの役割が担うものが実施するかは、受

注者間の協議において決定し、事業計画等で発注者へ報告すること。  

 （１）現場調査、機器選定  

    別紙「五條市斎場 ＬＥＤ照明器具仕様一覧」の品番（相当品）を選定する。 

 （２）ＬＥＤ照明器具の調達  

 （３）ＬＥＤ照明器具の設置、試験  

 （４）既存照明器具の撤去、処分  

 （５）ＬＥＤ照明器具の保守・保証  

 （６）省エネの計算  

 （７）賃貸借に関する業務  

 

  



７ 設置前提出書類  

受注者は施工開始前に、以下の内容を取りまとめ、発注者の承認を得ること。  

（１）使用材料承諾図（仕様書）  

（２）機器構成一覧表 

（３）施工計画書（作業員名簿・施工体制図・緊急時の体制及び対応・仮設計画）  

（４）実施工程表 

（５）工事責任者の資格書類  

（６）産業廃棄物収集運搬に関する契約書の写し  

（７）産業廃棄物収集運搬業許可書の写し  

（８）産業廃棄物処分業許可書の写し  

（９）下請契約書の写し  

 

８ リース満了時の取り扱い  

   受注者は、リース期間満了時にリース物件の所有権を発注者に無償譲渡するものと

する。 

 

９ 関係法令の遵守  

   受注者は本業務の履行及び本業務の履行に附帯して発生するすべての行為等につい

て、関連する法令及び規則、基準、規格について最新のものを遵守すること。また本

業務を第三者に委託する場合は、その者に対し、同様の遵守を徹底させること。 

 

１０ 第三者への一部業務の委託  

   受注者は業務の一部を第三者へ委任する場合は、契約締結後に発注者に対して、作

業体制調書（任意様式）を提出しその承諾を得ること。委任先に当たっては、建築業

法（昭和２４年法律第１００号）第３条１項の規定に基づく電気工事の許可を受けた

事業者とすること。 

 

１１ 市内業者の活用  

   施工役割には必ず市内業者を含めることとし、市内業者の選定にあたっては、以下

の点に留意すること。市内業者とは、当市内に本店または支店を持つ事業者とする。 

 

 （１）当市内の建設工事等競争入札参加者資格一覧に電気設備工事として登録がある事

業者であること。 

 （２）電気工事業に係る特定建設業の許可を有する事業者であること。 

 （３）五條市建設工事等指名措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

 

  



１２ ＬＥＤ照明器具の仕様および条件 

 （１）原則既設照明器具は撤去し、ＬＥＤ照明器具及び付属品、その他取り付けに必要

な資材などは新品（未使用）のものを調達し、設置すること。 

（２）ＬＥＤ灯具一体型を使用するものとする。また、蛍光灯または水銀灯等の既設器具

に、直管型ＬＥＤランプまたはＬＥＤバルブ等を取り付けたもの（以下、「ランプ

型ＬＥＤ交換」と言う）は、原則、適用外とする。また、既設器具の安定器のバイ

パス工事やＬＥＤ化に必要な結線替えなどの既設器具の改造による「ランプ型Ｌ

ＥＤ交換」も併せて、適用外とする。 

（３）国又は地方公共団体に対し、仮設材を除くＬＥＤ照明器具の製造・販売実績を有す

るメーカーの製品であること。 

 （４）ＬＥＤ照明器具は令和７年現在で公共施設用照明器具（一般社団法人日本照明工

業会企画ＪＩＬ５００４）に登録対応機種をもつ、国内メーカーの製品を選定す

ること。なお、保守メンテナンスの観点から照明器具の種類ごとに同一メーカー

品で統一すること。 

 （５）光源の寿命は全光束が初期値の７０％になるまでの総点灯時間が４万時間以上で

あること。 

 （６）一般照明器具は再更新を想定し、原則として電源内蔵型 LED ベースライト（光源

部にて交換可能なもの）とする。また電源ユニットは光源部に内蔵とする。 

 （７）一般照明器具の本体は安全性を考慮して鋼板製とする。  

 （８）地震への対策として、ベースライト 1 本あたり、本体への４点以上の支持を有す

る器具を使用すること。 

 （９）既設照明器具からの置き換えに適した寸法、形状の器具を選定すること。また、

天井材等にアスベストが含有されている可能性を考慮し、可能な限り建物の改修

を伴わないものを選定すること。 

 （10）既設照明器具に応じた明るさの器具を選定すること。また、調光をはじめとした

付帯機能やガード等の付属機器がある場合は、交換するＬＥＤ照明器具にも同様

の付帯機能・付属機器を備えること。 

 （11）グリーン購入法に適合する製品であること。 

（12）品質マネジメントシステム ISO9001 及び環境マネジメントシステム ISO14001 を

取得した工場にて製造された製品であること。 

（13）電気用品安全法（ＰＳＥ）技術基準の内容に準拠するものとする。 

 （14）受注者は、設置しようとするＬＥＤ照明器具について、施設ごとに設置予定機器

リストを作成し、発注者からの承認を得ること。 

 

１３ 現場調査、機器選定 

（１）受注者は、設置作業に先立って、発注者が貸与する既設照明図をもとに現地にて既

設灯具の仕様や数量などの調査を行い、更新する機器の選定を行うこと。 



（２）調査により、器具取付箇所が劣化などにより更新が困難と認められるものがある場

合は発注者と対応を協議すること。高所等管理が困難な場所に設置されていて、移

設が望ましいと認められる場合も同様とする。 

（３）別紙の基準数量表と比較し、乖離がある場合にはその対応について協議により決定

する。 

（４）協議を踏まえ、発注者および受注者の双方が合意した数量を本契約の対象となる数

量とする。 

 

１４ ＬＥＤ照明器具の調達  

   条件については、「１２．ＬＥＤ照明器具の仕様および条件」に基づくこと。 

 

１５―１ ＬＥＤ照明器具の設置 

   対象施設に設置されている既存照明器具を、設置期限までにＬＥＤ照明器具と交換

し、各施設の施設管理者が物件を安全に使用できる状態にすること。なお、物件を安

全に使用するために必要な部品や消耗品は、すべて受注者の負担で用意すること。 

（１） 施工に際しては、工程及び施工内容について施設管理者と綿密な調整を行った上で、

施設の運営に支障をきたさないように協力すること。 

（２）施設管理者と施工日時、安全管理、養生等に関する調整を十分に行い、受注者の負

担で必要な措置を講じること。 

（３）工事期間中は、施設利用者の安全確保に努めること。 

（４）資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。 

（５）既設構造物を汚損した場合は、受注者負担にて補修等を行うこと。 

（６）既設照明器具から ＬＥＤ照明器具へ更新する際に関係諸官公庁等へ申請又は届出が

必要な場合はすべて受注者が代行すること。 

（７）設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本業務に係る契約の作

業範囲として実施すること 

（８）設置作業において停電等が必要な場合は事前に停電の影響範囲や停電を要する期間

を報告のうえ、発注者の承諾を得たうえで作業日時を決定すること。 

 

１５―２ 設置後の試験 

受注者は設置前後における検査等を次のとおり行い、その結果を発注者に書面で提

出すること。 

（１）受注者は、各 LED 照明器具の設置後、当該施設の職員等の立会のもと、異常なく点

灯し、調光、人感センサー、自動点滅などの各種制御機能等が異常なく作動するこ

とを確認すること。 

（２）絶縁測定は、設置作業前及び作業後のそれぞれについて、分電盤の分岐回路ごとに

測定し、設置作業による絶縁性能の低下が無いことを確認すること。 



（３）設置後に代表箇所の照度測定を実施し、適正な照度を満たしていることを確認する

こと。 

   箇所については別途発注者より指示を行う。 

（４）設置状況の写真撮影を実施すること。撮影対象は、照明器具及び部屋の全景等の設

置前後の写真とする。 

（５）現地試験成績書には、試験の実施日時、気温、湿度、試験者、合否判定基準、合否判

定結果を明記すること。 

（６）試験の日時や方法については、施設管理者と協議の上、決定すること。 

（７）試験の結果不具合が発見された場合は、受注者の負担と責任において物件及び周辺

機器が正常に動作するよう、必要な交換や調整作業等を実施すること。 

 

１６ 既存照明器具の撤去、処分 

 （１）LED 照明器具（ランプ含む）の設置により不用となる既設の照明器具、蛍光灯、

配管、配線等及び設置に伴い発生した梱包材等の廃棄物は、すべて工事を担う電気

工事会社受注者が撤去、運搬及び処分すること。 

（２）上記（１）に関わらず、既設の安定器の取り外し及び集積に際しては、ＰＣＢが 

含まれることが懸念される安定器は確認を行い、ＰＣＢが含まれることが確認され

た場合は、ただちに発注者へ報告するものとし、その後の対応については、発注者の

指示に従うものとする。 

 

１７ 完成図書等  

受注者は、設置完了後、以下の内容を取りまとめ、施設ごとに電子データを提出し、

発注者の完了検査を受けること。 

（１）ＬＥＤ照明導入リスト（管理台帳） 

（２）ＬＥＤ照明器具の保証書 

（３）設置前後の絶縁測定、照度測定の結果 

（４）省エネ計算結果 

（５）写真台帳 

（６）配線等の補修を行った場合はその補修内容等の記録 

（７）産業廃棄物管理票の写し 

（８）関係諸官公庁等への申請又は届出が完了していることを示す書類（必要な場合のみ） 

 

１８ 動産保険加入 

受注者は、リース物件について自らの費用負担により、動産総合保険を付すこと。 

 

１９ ＬＥＤ照明器具の保守、保証 

（１）リース物件に対する保守・保証期間はリース期間に工事期間を加えた期間とし、そ



の間に生じた 不点灯や不具合等（受注者の責や製品不良に起因する照度低下等を含

む。以下同じ。）に係る費用（器具交換、部品交換、非常灯・誘導灯のバッテリー交

換、出張料金等）は受注者の負担とする。 

（２）不点灯や不具合等が生じた場合は、受注者は速やかに現場を確認し、遅滞なく交換

作業を実施するものとする。 

（３）受注者は落雷等の不可抗力によりリース物件に不点灯や不具合等が生じた場合であ

っても、その加入する動産総合保険の保証範囲内において取替え・修理等の補償を

行うものとする。なお、動産総合保険の範囲外の費用負担について、発注者の責に

よる場合は発注者の費用負担とし、施工不良等、受注者の責による場合は、受注者

の費用負担とする。 

 

２０ 個人情報の取り扱いに関する事項 

   受注者は個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び発注者が定め

た個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を取り扱うこと。 

 

２１ 秘密保持 

   受注者は本業務の実施の過程で発注者が開示した情報を本業務の目的以外に使用、

または第 三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置

を講ずること。 

 

２２ その他 

（１）賃貸借料の支払方法  

毎月払いとする。 

（２）本仕様書に明示されていない事項 

本仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必要となる事項については、

受注者が責任を持って、対応すること。 

（３）予想されるリスクと責任分担 

発注者と受注者の責任分担は、協議によるものとする。 

（４）本仕様書に記載のない事項 

本仕様書に記載のない事項については双方協議のうえ決定するものとする。 

 

２３ 本仕様書に関する問合わせ先 

担当     ：五條市 産業環境部 環境政策課 五條市斎場ハートピアさくら 

住所     ：〒637-0042 奈良県五條市五條 4丁目 10 番 1 号 

電話     ：0747-22-5625 

ＦＡＸ    ：0747-22-7020 

Ｅ－ｍａｉｌ ：saijo@city.gojo.lg.jp 

mailto:saijo@city.gojo.lg.jp

